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安来市立病院 医事業務仕様書 

安来市立病院 

 

この仕様書は、安来市立病院における医事業務の委託に関し、基本的な事項を定める

ものとする。したがって、これらに明記していない事項でも、目的達成上当然と認めら

れるものについても事業者の責任において実施するものとする 

 

１.委託業務名 

安来市立病院 医事業務 

 

２．業務の目的 

安来市立病院における医事業務が、適正かつ円滑に運営され、患者サービスの向上

に寄与することを目的とする 

 

３．業務履行場所 

安来市立病院内 島根県安来市広瀬町広瀬1931番地 

 

４．委託期間 

令和8年4月1日から令和11年3月31日（3年間） 

 

５．委託業務について 

１）患者サービスの向上 

① 患者に対し、言葉遣い等に注意し、適切な接遇態度で接すること。 

② 患者の待ち時間短縮に努めること。待たせる場合でも待つことに対する精神的ス

トレスを緩和する方策を検討し提案すること。 

③ 患者からの苦情や相談については、患者の目線で真摯かつ的確に対応すること。 

④ トラブル発生時には必要データを収集し、報告書を提出すること。 

⑤ 患者からの要望等については、その対処方法を病院職員と協議のうえ、最善を尽

くすこと。 

２）医事業務の効率化 

① 病院の診療体制や医療内容及び医事関連システム等を理解し、正確かつ迅速な業

務に努めること。 

② 定期的な検証を行い、合理的な人員配置等によって業務の効率化を図ること。 

３）収益の確保 

（１）適正な診療報酬請求の実施 

① 多様な診療行為に対し、患者や保険者への請求の可否を明確にし、適正な診療報

酬の請求を行うこと。 

② 診療報酬改定、関連法令の改正等についての情報を収集し、適正かつ迅速に対応

すること。 

③ 適正な請求を行い、請求漏れを防止すること。 

④ 常に病院の収益向上を念頭に、診療報酬点数の請求漏れ、返戻・査定については

その原因を分析し発生防止に努めるとともに、請求事務の精度向上を図ること。 
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⑤ 再審査請求について適宜実施すること。 

（２）診療費（個人負担金）未収金の発生防止等に努めること。 

① 病院職員と協力・連携して未収金の発生防止に努めること。 

② 未収金の適切な管理により、その減少に努めること。 

４）教育・研修等 

① 受託業務の遂行に必要な、教育、研修等は、受託者の責任において計画的に行う

こと。 

② 業務の遂行に必要な医事知識、接遇等の研修を行うこととし、医療事務業務に従

事したことがない新規従事者には、必ず配置前にその研修を行うこと。 

③ 従事者には、個人情報保護に関する指導、研修を行うこと。 

④ 上記に掲げる指導、教育、研修等を実施した場合は、その内容を記載した報告書

を委託者に提出すること。 

⑤ 従事者は、病院内外で行われる教育及び研修に積極的に参加するとともに、院内

で参加が必要な研修については遺漏なく参加すること。 

５）業務マニュアルの作成・管理 

① 業務マニュアルを作成し、随時更新すること。業務マニュアルは委託者に提出す

ること。 

 

６．業務内容 

委託する業務内容は、次に掲げる事項とし、それぞれの詳細は別紙「委託業務内容

書」のとおりとするが、想定される業務を列記したものであるので、業務遂行にあた

っては、前項「５.委託業務について」及び次項以降の特記事項などに留意すること。 

（１）外来医事業務 

（２）診療報酬請求業務（自賠責、労災、公務災害等含む） 

（３）休日受付業務 

（４）その他 

 

７．業務の遂行にあたる特記事項 

１）管理責任者の配置 

① 業務委託の全体の責任者として、業務の管理能力を有し、かつ委託業務全般に精

通した統括責任者及び副責任者を配置すること。 

② 責任者は、100床以上の病床数を有する医療機関において、医事業務管理者経験を

3年以上有するものであること。 

２）統括責任者の責務 

① 医事業務の趣旨をよく理解し、その機能を十分に発揮させ、患者サービスの向上

及び円滑な業務の運営に取組むこと。業務の内容全体を熟知し、適正に従事者を

配置し、指導監督を行う。 

② 統括責任者は、委託業務執行に支障をきたすことがないよう配慮するとともに、

委託業務執行においてトラブルが生じた場合には率先してその解決に当たること。

なお、トラブル等については、必ずその内容を記録し病院に速やかに報告するこ

と。 
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③ 統括責任者は、病院担当者及び各部署との連絡、報告及び相談を迅速かつ正確に

行い、連絡調整に努めること。 

３）従事者の条件及び体制 

① 従業者の配置は、想定される業務量に基づき、受託者の責任において、適正な人

員を配置すること。 

② 業務の繁忙等により、従業者の人数が足りないと判断される場合は、受託者の判

断により増員又は配置換え等を行い、業務の遅延や質の低下を招かないようにす

ること。 

４）受託者の責務等 

① 受託者は、本業務が円滑かつ適正に遂行できるよう人員・人材を配置すること。 

② あらかじめ従事者の名簿を委託者へ届け出ることとし、変更するときも同様とす

る。この場合、業務に支障を来たさぬよう引継ぎに万全を期すこと。 

③ 従事者の異動や休暇（急病を含む）により患者サービスの低下、業務能率の低下

等を招かないこと。 

④ 従事者が異動するときは、事前に委託者に報告し、事前打ち合わせを行うこと。 

 

８．業務報告・監査等 

（１）毎月の業務実績報告書（任意様式）を遅滞なく提出すること。 

（２）年２回以上診療報酬業務に関する監査を行い、結果報告書（不備事項等に対する

提案を含むもの）を遅滞なく提出すること。 

（３）委託者は、円滑な業務の遂行に反する事実があった場合は、受託者に対して実情

の調査及び報告書を提出させ、改善を求めることができるものとする。この場合、

受託者は直ちにこれに応じなければならない。 

 

９．委託者の指示等 

この契約の履行に関して、委託者が受託者に対し指導、指示等が必要なときは、受

託者が選任した統括責任者又は副責任者を通して行うものとする。 

 

10．事務引継ぎ 

受託者が変更となる場合は、受託者は、新たな受託者の業務遂行に支障が生じない

よう、新たな受託者に事務の引継ぎを適切に行うこと。 

 

11．再委託の禁止 

（１）受託者は、業務の一部又は全部の遂行について、第三者に再委託又は下請けしな

いこと。ただし、高度な専門知識、技能又は資格を必要とする業務に限り、あらか

じめ委託者の承諾を得て再委託することができる。 

（２）委託者に再委託の承諾を得る場合は、再委託先、再委託内容、再委託理由等を文

書で提出すること。再委託が承認された場合は、再委託者の当該業務に関する行為

についての責任を負うものとする。 

（３）再委託が承認された際には、再受託者に対し、本仕様書で定める事項について遵

守させ、秘密保持誓約書を提出させ、提出された秘密保持契約書を委託者に提出す

ること。 
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12．災害発生時等の対応 

（１）災害発生時の対応 

① 災害が発生した場合は、病院と連携し、その対応にあたること。 

② 災害発生により多数の患者が予想される場合は、臨時的に業務従事者の増員を

行うこと。 

（２）訓練への参加 

① 委託者が実施する災害訓練及び災害に関する研修会又は新興感染症等に関する

研修に参加すること。 

 

13．事故報告 

（１）受託者は、領収書等の控えと現金の差異が生じたとき、現金の盗難があったとき、

窓口会計でトラブル等が生じたとき、個人情報の漏えい事故等が発生したときには、

事故報告書（任意）により、ただちに委託者に報告しなければならない。 

（２）受託者は、委託業務の実施に支障が生じる恐れのある事項の発生を知った時には、

その事項の帰責の如何に拘わらず、直ちに委託者に報告しなければならない。 

（３）事故発生時の対応 

① 事故発生時の対応及び協議方法を定めておくこと。 

② 緊急時の連絡体制を定め、委託者へ提出すること。 

 

14．労働法上の責任 

受託者は、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、職業安定法、社

会保険諸法令その他業務の従事者に対する法令上の対応に全て責任をもつこと。 

 

15．契約の履行 

（１）受託者は、業務の遂行において、業務怠慢、故意または重大な過失により、委託

者又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償すること。 

（２）不履行があった際の簡易な算定方法の定め 

受託者の業務に不履行があった場合は、委託者が委託金額の減額を行うことができ

るものとする。その際は、委託料を日額換算した額を基準に算定を行うものとする。 

（３）社会経済情勢の変化、病院の運営方法の変更等により、やむを得ず委託金額の変

動が生じた場合は、変更契約（増加・変更とも）締結をする。 

 

16．契約の解除 

委託者は、受託者に本仕様書に記載されている事項を誠実に履行せず、改善が見込

めない場合は、契約期間中であっても契約の解除ができる。 

 

17．病院の概要 

（１）所在地  島根県安来市広瀬町広瀬 1931 番地 

（２）敷地面積 15,675 ㎡ 

（３）延べ床面積 

   ◇本館（鉄筋コンクリート３階建） 5,024,96 ㎡ 

   ◇新館（鉄筋コンクリート４階建） 5,081.41 ㎡ 



- 5 - 

 

◇別館（鉄筋コンクリート３階建） 3,140.84 ㎡（うち病院部分 1,777.07 ㎡） 

（４）病床数  148 床（稼働病床数 117 床(令和 7 年 10 月現在)） 

（５）外来患者数 196.3 人／日（令和 6 年度実績） 

（６）入院患者数 108.7 人／日（令和 6 年度実績） 

（７）病床利用率 93.7％（令和6年度実績） 

 

18．その他 

この仕様書に定めのない事項については委託者と業務受託者で協議のうえ決定する。 

 

 



- 6 - 

 

委託業務内容書 

 

以下は、想定される業務内容を列記したものであり、実際には仕様書の趣旨を踏まえ、

各部門と連携して円滑に運営を行うこと。 

 

１．医事業務内容 

（１）外来医事業務 

① 新患受付 

・ 受診申込の受付（救急受付を含む） 

・ 保険証、その他受給者証、医療券等の確認 

（マイナ保険証、オンライン資格確認によるものを含む） 

・ 患者ＩＤ検索、台帳記入 

・ 患者登録、診察券の発行 

・ カルテ１号紙発行と３号紙貼付（眼科） 

・ カルテ搬送（眼科） 

・ 受付票の発行と説明 

・ 診療科への案内 

・ 交通事故受付 

・ 労災受付（5号様式、6号様式等各種様式の取扱い含む） 

・ 紹介状持参の患者対応 

・ 転院患者の受付対応 

・ マイナ保険証確認端末操作説明 

② 再来受付（自動再来受付機設置） ※救急受付を含む 

・ 自動再来受付機立会（総合案内兼務：8:00～11:30） 

・ 自動再来受付機操作説明及び操作補助 

・ 受付票の説明（クリアホルダーへのセット） 

・ 保険証の確認の為、受付窓口への案内 

・ 自動再来受付機後の行き先等説明 

・ 発熱外来の受付業務 

・ 総合案内業務 

・ 保険証、その他受給者証、医療券等の確認 

・ オンライン資格確認システムによる保険証等の確認、案内 

・ 患者情報、保険情報の登録修正 

・ カルテ抽出（眼科） 

・ カルテ搬送、収納（眼科） 

・ 個人ファイル抽出、搬送、収納 

・ 個人ファイル作成（入院時、依頼時） 

・ 個人ファイル表紙記入（漢字登録無し患者） 

・ 健診カルテ、各科依頼分カルテ、医師依頼分カルテの抽出、搬送、回収、収納 

・ 健診ファイル作成 

・ 個人ファイル移動（適宜） 
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③ 入院受付 

・ 入院のしおりの説明（差額部屋代、準備品、レンタル品等） 

・ 入院申込書類の説明 

・ 退院証明書の提出依頼 

・ 高額療養費制度（限度額認定証、減額認定証）の説明 

・ かかりつけ医確認書の説明 

・ かかりつけ医確認書の提出状況の確認及び提出依頼（入院後３日） 

・ 臨時発生する案内のセット、説明 

・ 入院のしおりのセット及び印刷物の管理 

④ 会計入力 

・ 会計用伝票（基本スケジュール、処方箋等）受け取り 

・ 院外処方箋先渡しの案内 

・ 患者情報、保険情報の登録及び修正 

・ オーダ取込み、確認、修正 

・ オーダ内容と会計用伝票の確認（内容が不備の場合、診療科へ問い合わせ） 

・ 診療データ入力 

・ 請求書発行 

・ 支払窓口案内 

・ 入力内容点検 

・ 会計用伝票等の整理 

・ 処方箋等入力ミス時の適切な処理、対応 

・ 保留分の電話連絡、保険の確認 

・ 処方箋不備処理 

・ 診断書押印依頼 

・ 基本スケジュールの保管 

・ カルテと会計データの照合 

・ 会計データの照合による修正入力、必要コメントの入力 

・ 診療データの入力及び点検は、日々速やかに行い、月末には全ての入力等を終える 

・ 月末夜間分については、翌日速やかに入力及び点検を行う 

⑤ 料金収納 

・ 請求書と院外処方箋のセット 

・ 明細書の発行及び請求書のセッティング 

・ 明細書の交付に関する説明と問い合わせの対応 

・ 未収となった場合の明細書の保管管理 

・ 明細書不要の申し出があった場合の対応（医事システム上登録等） 

・ 高額療養費の取扱いに関する事項（書類等取扱い説明、患者負担分徴収） 

・ 医療費証明書の発行 

・ 薬局の案内と投薬の受け方説明 

・ 医療費徴収に係る原符作成 

・ 患者呼び出し 

・ 外来、入院診療費徴収 

・ 院外処方箋渡し 
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・ 介護保険分診療費徴収（窓口払い、振り込み） 

・ 書類の交付とその他料金徴収 

・ クレジットカード等での料金徴収対応 

・ 領収書発行と受領印押印 

・ 時間外受診分の医療費通知 

・ 未収医療費督促通知書の発行送付（随時） 

・ 未収金等に関する誓約書の管理 

・ 未収医療費の請求 

→必ず一度は連絡する。連絡内容の記録作成 

→当日支払いができない患者に対し誓約書の記入依頼及び説明 

 →未収金に対する問い合わせ対応 

→一年以上受診のない患者の場合は連絡先を確認 

→連絡が取れない患者に関する情報は、随時職員に報告 

→未収金患者の台帳管理 

・ 過誤納金還付処理 

・ 会計締め処理（日報処理） 

・ 未収医療費入金処理（一般未収金、交通事故、高額療養費関係） 

・ 当直用金庫の管理 

→前日の徴収分の確認と釣り銭の用意 

→金庫を当直室に持っていく 

・ 年度末決算に関する事項（未収金資料作成） 

・ 糖尿病協会 こぶしの会 年会費領収（約１８０人） 領収書の整理、保管 

・ 銀行振込の入金処理 

・ 金庫用つり銭の準備（平日用１０万円、休日用５万円） 

⑥ 諸法業務 

・ 生活保護請求業務（意見書作成依頼、医療券取り扱い含む） 

・ 公務災害請求処理 

・ 労災請求処理 

・ 精神（５％患者負担分）の市町村請求処理、診断書作成 

・ 戦傷病請求処理 

・ 公害請求処理 

・ 自賠責請求業務 

→事故で健康保険を使用する場合は、病院に報告 

→点検後の診療報酬明細書より自賠責の明細書及び請求書を作成 

→各保険会社へ請求する 

・ 交通事故、労災、公務災害の患者対応、手続き 

・ 第三者行為の対応 

・ 公害の請求、診断書作成 

・ 監督署からの問い合わせ対応及び依頼文書の処理 

・ 公費決定医療券の管理 

⑦ その他 

・ 尼子苑の入力、オーダ取込み、内容確認、請求書作成 
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・ 点検後の診療報酬明細書と尼子苑受診の突合 

・ 年 1回（４月）、尼子苑入所者の保険証確認 

・ しらさぎ苑の請求書作成 

・ 棚卸し業務の協力（年 2回） 

・ 昼当番（外来受付、入院受付、外来会計入力、診療費徴収等） 

・ 各種文書等郵送業務 

・ 各種文書等のスキャナ取込み及び保管 

・ 各種会議、院内諸行事（院内研修発表会含む）、出張等への積極的参加 

・ 退院患者の個人ファイル、カルテ（入院・外来）整理 

・ 早出８時からの受付当番 

・ 指導監査等の準備 

・ 年１回患者満足度調査の実施 

・ 救急車搬送患者に係る傷病名等報告書の送付 

・ 訪問看護指示書に係る事務処理 

・ 年 1回以上カルテと会計データを照合し、その結果を報告（精度調査） 

・ コンピュータ消耗品の在庫管理 

→診察券、リストバンド、自動再来受付機ロール紙等 

・ 自動再来受付機、ポスレジのかぎの管理 

・ コンピュータの操作指導 

・ 各種証明書類受付と処理及び催促 

・ 医師への文書依頼 

・ 結核検診の請求書作成 

・ 妊婦検診、1 才 6 ヶ月検診、3 才児検診、乳児検診があった場合は、医師記載済み

の受診票を病院へ提出 

・ まめネットの利用同意の確認 

 

（２）診療報酬請求業務 

・ 診療報酬明細書の作成、発行 

・ 診療報酬明細書の内容点検 

・ 診療報酬明細書の修正、補完（医師点検、症状詳記等作成依頼含む） 

・ 診療報酬明細書の集計 

・ オンライン請求用データ作成 

・ 労災、公務災害、交通事故、返戻等紙レセプトの作成、集計、編綴 

・ 子ども医療、福祉医療のデータ作成 

・ 1才 6ヶ月検診、3才児検診、乳児検診の請求書作成 

・ 返戻及び査定の分析、対応、報告 

・ 再審査請求の資料作成（医師への詳記依頼含む） 

・ 保険不備（公費、県助成制度、事故等含む）、病名不備等により保留にする診療報

酬明細書の報告（報告はリスト作成） 

・ 保留にした診療報酬明細書が請求可能になった時点で病院へ報告 
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（３）休日受付業務内容 

・ 患者受付 

・ 救急患者受付（電子カルテ登録） 

・ 外来カルテ、個人ファイル抽出、搬送（依頼分） 

・ 会計用伝票等の受け取り 

・ オーダ取込み、確認、修正 

・ 診療データ入力（疑義がある場合は、外来へ問合せ） 

・ 請求書の発行 

・ 料金徴収、領収書の発行 

・ 処方箋渡し 

・ 完成した書類の交付及び料金徴収 

・ 死亡診断書の発行及び料金徴収 

・ 電話応対 

・ 職員呼出し 

・ 血液の注文と連絡、保管 

・ 火災等非常事態発生時警備員に連絡 

・ テレビカード販売機の故障時の対応 

・ 各種証明書等文書受付 

・ 休日に行う特定健診、がん検診等の費用徴収 

 

２．業務日及び業務時間 

（１）外来医事業務 

業務日及び業務時間 平日 ８：００～１７：１５（臨時開院日含む） 

 

（２）診療報酬請求業務 

業務スケジュール 

日付 項目 備考 

1 日   

2 日  
収益予測、後発医薬品使用量等集計するため、2 日に

は入力を終える 

3 日   

4 日 医師点検 15 時ころに医師へ提出 

非常勤医師には、適時依頼する 5 日 医師点検 

6 日   

7 日   

8 日 午後仮一括 13 時から電算データを作成するので、エラーの確認 

9 日 本一括 
15 時までに郵送提出するレセプトを準備 

レセプトデータ電送 

10 日 提出日  

上記スケジュールにより、提出日に間に合うように業務を行う 

※紙レセプトは郵送するため、提出日の前日 15時までに準備する 
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※ゴールデンウイーク、年末年始等は、相談により日程を決定する 

 

（４）休日受付業務 

業 務 日 土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始（12月 29日から翌年 1月 3日） 

及び病院が定める休日（但し、臨時開院日は除く） 

業務時間 ８：３０～１７：１５ 

 

３．業務に係る操作機器 

機 械 名 メーカー名 システム名称 台数 

医事システム 富士通 HOPE / SXR ９ 

電子カルテ 富士通 HOPE / EGMAIN-GX ９ 

 

４．設備・物品等の利用 

受託者は、本契約業務の履行に係る委託者が所有する以下について、無償で利用できる

ものとする。 

（１）業務場所 

（２）休憩室 

（３）操作機器 

（４）用紙類 

（５）事務用品 

 


